
 

 

議案第１０７号 

 

 

   調布市適応指導教室設置条例の一部を改正する条例  

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

  令和 ７ 年１１月２８日 

 

 

               提出者 調布市長 長 友 貴 樹    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 教育支援センターＣＡＮＶＡＳを設置するとともに施設の名称を改めるほ

か，所要の改正を行うため，提案するものであります。 



 

 

調布市条例第   号 

 

 

   調布市適応指導教室設置条例の一部を改正する条例 

 

 

 調布市適応指導教室設置条例（令和２年調布市条例第３号）の一部を次の

ように改正する。 

 

 

 題名中「適応指導教室」を「教育支援センター」に改める。 

 第１条中「児童」を「児童生徒（義務教育の段階における普通教育に相当

する教育の機会の確保等に関する法律（平成２８年法律第１０５号）第２条

第３号に掲げる不登校児童生徒をいい，調布市立学校設置条例（昭和３９年

調布市条例第２０号）第１条の規定により設置された小学校又は中学校（以

下「市立学校」という。）に在籍するものに限る。以下同じ。）」に，「適

応指導教室（以下「太陽の子」を「教育支援センター（以下「教育支援セン

ター」に改め，「調布市菊野台３丁目２７番地４５に」を削る。 

 第１条の次に次の１条を加える。 

（名称等） 

第１条の２ 教育支援センターの名称及び位置は，次の表に定めるところに

よる。 

名称 位置 

調布市教育支援センター太陽の子 調布市菊野台３丁目２７番地４５ 

調布市教育支援センターＣＡＮＶＡＳ 調布市布田４丁目１７番地１０ 

第２条を次のとおり改める。 

（対象者） 

第２条 前条に規定する調布市教育支援センター太陽の子の対象者は，不登 

校児童生徒のうち，小学校に在籍するものとする。 

２ 前条に規定する調布市教育支援センターＣＡＮＶＡＳの対象者は，不登

校児童生徒のうち，中学校に在籍するものとする。 



 

 

第３条中「太陽の子」を「教育支援センター」に改める。 

 第４条各号列記以外の部分中「太陽の子」を「教育支援センター」に改め, 

同条第１号中「児童」を「児童生徒」に改め，同条第３号中「前２号」を

「前３号」に改め，同号を同条第４号とし，同条第２号中「児童」を「児童

生徒」に，「小学校」を「市立学校」に改め，同号を同条第３号とし，同条

第１号の次に次の１号を加える。 

(2) 不登校児童生徒の保護者からの教育相談に関すること。 

 第５条各号列記以外の部分及び第６条中「太陽の子」を「教育支援センタ

ー」に改める。 

 第７条第１項中「太陽の子」を「教育支援センター」に，「児童」を「児

童生徒」に改め，同条第２項中「児童」を「児童生徒」に改める。 

 第８条第１号中「太陽の子」を「教育支援センター」に改める。 

 第９条中「利用者」を「利用者又はその保護者」に改める。 

 

 

   附 則 

この条例は，令和８年３月１日から施行する。 

 


